
敦賀市東洋町４番１号
敦賀市福祉総合センター「あいあいプラザ」内 電話

★見学を随時受け付けており、交通手段のない方についてはご相談に応じます。



←平行棒を使用して

リハビリを行う様子

↑階段昇降のリハビリ

を行う様子

レッドコードとは、天井から吊るされ

た２本の赤いロープのことです。ロープ

を持ち、体を動かすことで腕の重みを軽

くし、軽快に体操することができます。

また、ロープが体を支える役目も果たす

ため、普段よりも大きく動くことができ、

運動効果も高まります。

地域リハビリセンター「あいあい」で

は、レッドコードを活用して全身を動か

す約２０分間の運動を行っています。

●認知症予防プログラム

地域リハビリセンター「あいあい」では、作業療

法士や認知症介護実践者研修修了者といった専門ス

タッフを配置し、さまざまな認知症予防プログラム

への取り組みを通して、利用者の方が楽しみを感じ

ながら認知症を予防できるよう努めています。

●個別リハビリ（機能訓練）

リハビリ専用の機能訓練室を２部屋用意し、

専門スタッフとして理学療法士、作業療法士を

配置しています。理学療法士等が利用者の方の

身体状況を評価し、生活課題や目標を明確にし

て個別計画を作成。その計画にもとづいて個別

リハビリを行っています。自宅等の環境設定や

福祉用具の選定などでお困りのときにもお気軽

にご相談ください。

●リズムステップ運動

音楽のリズムに合わせ高さ１０ｃｍ～２０ｃｍの踏

み台を昇り降りする運動です。下肢の筋肉を大きく動

かし、心肺の機能を高めながら行う有酸素運動で、下

肢筋力や体力の向上に効果があります。

●バランスアップ運動

支持物を持って立ち、下肢を上げたり下げたりする

ことで、体幹や下肢筋力を鍛え、バランス能力を向上

させることを目的に行っています。歩行状態や立位状

態の安定を図り、転倒予防につなげていく運動です。

●マシントレーニング（自主訓練）

リハビリ機器を活用することで、筋力だけでなく、

体力・持久力の向上も図ることができます。使用方

法は理学療法士等が指導しますので安心してご利用

いただくことができます。 ※写真は一例です。

●作業療法プログラム

作業療法士の指導のもと、楽

しみながら取り組むことができ

るプログラムを多数ご用意して

います。左の写真はボードの突

起部に指定された色の洗濯バサ

ミをはさんでいく指先の運動で

す。指先の運動能力の向上と脳

の活性化に効果があります。

●書字リハビリ

当センターではフロア内の一

角に「書字リハビリプリント

コーナー」を開設しています。

書字リハビリに取り組むこと

は、疾患などによって動きにく

くなった手指の機能向上の効果

はもちろんのこと、集中して指

先を使うことで脳の活性化につ

ながり、認知症の予防等につい

ても効果が期待できます。
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地域リハビリセンター「あいあい」では、ねた

きりの方や体調のすぐれない方、体を休めたい方

などに利用していただく静養室を完備しています。

ギャッジベッドも１５床設置されていますので、

ゆっくりとお休みいただくことができます。
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入浴の前には、看護師が血圧や体温などの健康状態の確認を行いますので安心し

てご利用いただくことができます。また、身体にチューブや医療器具をつけている方

の入浴についても対応しています。お気軽にご相談ください。

大きな浴槽と段差のない床。手す

りも設置されています。身体の状況

等に応じて、職員が介助しますので、

安心して入浴していただくことがで

きます。

専用の車いすに乗りかえて

いただき、ドアを閉めれば、

肩までお湯につかることがで

きます。

寝たままの状態で、無理な

く安全に、身体を洗ったり、

お湯につかることができます。

医療器具を装着されている方（胃ろう、酸素

使用、尿管カテーテル、人工肛門など）や吸痰

が必要な方等も当センターをご利用されていま

す。看護師等を配置していますので、安心して

ご利用いただくことができます。



詳しい利用の方法は、ご担当の地域包括支援センター職員または介護支援専門員（ケアマネジャー）
にお問い合わせください。また、介護認定の申請についてもご相談ください。

※

当センターの利用を検討されている方の見学を

随時受け付けています。見学にあたって交通手段

がないという方につきましては、下記までお気軽に

お問い合わせください。

通所介護サービス対応

通所型基準緩和サービス（A型）対応

通所介護相当サービス対応

基準該当障害福祉サービス対応

※祝日は営業します。ただし、年末年始（12月3１日から翌年の1月3日まで）は除きます。

※利用時間については、リハビリ等を目的と

した半日単位のご利用も可能です。

利用料金については、指定通所介護でご利用の場合、指定通所介護相当サービス

でご利用の場合、指定通所型基準緩和サービス(A型)でご利用の場合、それぞれ料

金が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

(要介護認定を受けられている方) (要支援認定を受けられている方または総合事業対象者となった方)

※利用については、１営業日につき、

午前の部または午後の部のいずれ

かを利用することができます。


